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2024 年 11 ⽉ 26 ⽇ 

 
加盟団体 殿 
 

⽇本製薬団体連合会 
 

薬価基準経過措置期間の延⻑願の提出について 
 

標記について、令和 6 年 11 ⽉ 26 ⽇付け事務連絡にて厚⽣労働省医政局医薬産業振
興・医療情報企画課より通知がありました。 

つきましては、本件につき貴会会員に周知徹底いただきたく、ご配慮のほどよろしく
お願い申し上げます。 

 
 
【注意事項】 
 該当する医薬品がある場合の書類の提出にあたっては、押印不要ですので、別紙様式
を電⼦媒体（理由書は PDF）で以下へ提出してください。 
 
厚⽣労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課薬価係 
メールアドレス：yakka-todoke@mhlw.go.jp 
※異なるアドレスにメールをいただきますと、抜け落ちる恐れがございますので、必ず
こちらにお願いいたします。 
 
提出締切：令和 6 年 12 ⽉ 6 ⽇（⾦）12 時（正午）まで 
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